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(57)【要約】
【課題】内視鏡装置の操作部内で、注水用ポート受けに
送水管路を接続する作業は、小型化された操作部の本体
内で行われ、狭い作業空間における手間の掛かる作業で
ある。
【解決手段】内視鏡装置は、操作部内で注水用チューブ
の端部を差し込み保持する注水用ポート受け部となる移
動台座と、ポート受け部に設けられた摺動部をレール部
上でスライド移動可能に支持するベース部とで構成され
る台座移動機構を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に撮像部を有し、内部に該先端まで貫通する送水管路を備える、小径で長尺な挿入
部と、
　前記挿入部の基端側に配置される操作部と、
　前記操作部に設けられた前記送水管路に外部から注水を行うための注水用ポートと、
　前記操作部内部で、前記注水用ポートに設けられた送水口と前記送水管路の端部とを連
結し、該送水口に対向する位置で、前記送水管路の端部が差し込まれる貫通孔が形成され
たポート受け部を有する移動台座と、
　前記移動台座を移動可能に支持する台座移動機構と、
を具備することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記台座移動機構は、
　前記移動台座の前記ポート受け部に設けられた摺動部と、
　前記操作部内部に固定され、前記摺動部に設けられた摺動面とスライド移動可能に当接
して前記移動台座を支持するベース部と、で構成されることを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記摺動部は、前記移動台座の前記ポート受け部の両側に張り出して設けられることを
特徴とする請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記ベース部は、前記挿入部の軸方向に沿って延伸し、
　前記移動台座を前記軸方向にスライド移動させることを特徴とする請求項２に記載の内
視鏡装置。
【請求項５】
　前記ポート受け部の貫通孔における、前記送水管路の端部が差し入れる側の開口部は、
表面側の開口径が広くなるように形成されたテーパー面又は面取り曲面のいずれかを有す
ることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部の先端に設けたバルーン等への送水を行う送水管路を備えた内視鏡装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、超音波内視鏡装置や超音波プローブ等を用いて、病変部の診断等を行う超音
波診断装置が知られている。この超音波診断装置は、生体組織内に向けて連続的に超音波
パルスを送信し、その生体組織により反射される超音波パルスを受信して、超音波断層画
像をモニタ上に表示させる装置である。
【０００３】
　このような超音波内視鏡装置としては、例えば、特許文献１に一例が提案されている。
特許文献１には、バルーンへの注水を行う注水用ポートを操作部に設けた超音波内視鏡装
置が開示されている。この超音波内視鏡装置は、注水用ポートからシリンジ等による手動
注水を行うことが可能であり、操作部の大型化及び挿入部の太径化を抑制しつつ、処置具
チャンネルの交換作業性を向上させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４１８１０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した特許文献１に開示される超音波内視鏡装置は、製造工程の中に、操作部の内部
に設けられたポート受け部に内視鏡内部に装嵌された注水用チューブを接続させるチュー
ブ装着作業がある。このポート受け部は、ポートと一体的に操作部の本体に固定されてお
り、内部に配置されたポート受け部の開口端に繋がれた注水用チューブが取り付けられ、
液漏れしないように装着されている。
【０００６】
　ポート受け部は、操作部の本体に複数の構成部位と共に取り付けられている。このため
、それらの構成部位の製造誤差、及び取り付け誤差により、ポート受け部が操作部の本体
に開口されたポート取り付け用開口に合致せずに嵌入できない場合がある。このため、組
み上げた場合であっても、一旦分解して、再度、互いに構成部位の取り付け位置を加減し
て位置調整を行いながら組み立て直す事態がある。　
　そこで本発明は、ジョイントフレーム内に移動可能なポート受け部となる移動台座を備
えて、ポート部材を嵌装する際に、ポート部材の差し込み位置に合わせて移動して嵌合す
る送水管路を備えた内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に従う実施形態は、先端に撮像部を有し、内部に該
先端まで貫通する送水管路を備える、小径で長尺な挿入部と、前記挿入部の基端側に配置
される操作部と、前記操作部に設けられた前記送水管路に外部から注水を行うための注水
用ポートと、前記操作部内部で、前記注水用ポートに設けられた送水口と前記送水管路の
端部とを連結し、該送水口に対向する位置で、前記送水管路の端部が差し込まれる貫通孔
が形成されたポート受け部を有する移動台座と、前記移動台座を移動可能に支持する台座
移動機構と、を具備する内視鏡装置を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、挿入部の先端側に送水を行う送水管路の製作作業を容易にさせ、且つ
操作部内の注水用チューブの引き回しを好適化する構造を有する送水管路を備えた内視鏡
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の操作部の一部の概観構成を
示す図である。
【図２】図２は、操作部に設けられた注水用ポートを含む内部構成を示す断面図である。
【図３】図３は、図２に示す線分Ａ－Ａの断面構成を示す断面図である。
【図４】図４（ａ）は、第１の構成例に係る挿入部の先端部の概観構成例を示す図、図４
（ｂ）は、図４（ａ）に示す線分Ｅ－Ｅにおけるノズル部分を含む挿入部の断面構成を示
す図、図４（ｃ）は、図４（ａ）に示す線分Ｆ－Ｆにおけるノズル部分を含む挿入部の断
面構成を示す図である。
【図５】図５（ａ），（ｂ）は、第２の構成例に係る挿入部の先端部に設けられたノズル
部分を含む挿入部の断面構成を示す図である。
【図６】図６（ａ）は、第３の構成例に係る挿入部の先端部の概観構成例を示す図、図６
（ｂ）は、図６（ａ）に示す線分Ｄ－Ｄにおけるノズル部分を含む挿入部の断面構成を示
す図、図６（ｃ）は、洗浄ブラシを先端側から差し入れた状態を示す図、図６（ｄ）は、
図６（ｂ）の構成の変形例を示す図である。
【図７】図７（ａ）は、第４の構成例に係る挿入部の先端部の概観構成例を示す図、図７
（ｂ）は、キャップ部材の概観構成例を示す図、図７（ｃ）は、係止部材の概観構成例を
示す図である。
【図８】図８は、第４の構成例のキャップ部材の変形例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の操作部の一部の概観構成を示す図
である。図２は、操作部に設けられた注水用ポートを含む内部構成を示す断面図である。
図３は、図２に示す線分Ａ－Ａの断面構成を示す断面図である。
【００１１】
　本実施形態は、バルーン等に水を注水する注水用ポートに対して、注水用チューブの端
部と嵌合して水密に固着する台座を移動可能に支持する台座移動機構を有する操作部を備
えた内視鏡装置である。　
　本実施形態では、図１に示すように、内視鏡装置の操作部１のグリップ部２と、グリッ
プ部２と小径で長尺な挿入部（図示せず）を連結するオレドメ１６と、を備えている。オ
レドメ１６に接続されるジョイントフレーム１３には、バルーン注水用ポート（以下、注
水用ポートと称する）３及び、ジョイント部材１５とが設けられている。本実施形態の操
作部１は、例えば、挿入部の先端側にバルーン（図示せず）が設けられており、必要に応
じて、注水用ポート３からシリンジ等により手動注水を行う。
【００１２】
　また、挿入部の基端側から先端まで貫通する処置具管路（処置具チャンネル）が配設さ
れており、グリップ部２には、鉗子等の処置具を挿入するための処置具挿入口１１が設け
られている。
【００１３】
　図２及び図３には、注水用ポート３が設けられたジョイントフレーム１３部分の断面構
成を示している。図３は、図２に示す線分Ａ－Ａの断面構成を示す断面図である。　
　まず、本実施形態における台座移動機構７について説明する。　
　この台座移動機構７は、差し込まれた注水用チューブ６の先端部分を保持する注水用ポ
ート用移動台座（以下、移動台座と称する）８と、実質的なポート受け部となる移動台座
８を送水口９ｂと対向させて且つ、移動可能に支持するベース部１０と、を備えている。
【００１４】
　移動台座８は、例えばアルミニウム等の加工が容易で腐食し難い金属又は、樹脂材料の
射出成形により形成されている。構移動台座８には、ポート部材９の送水口９ｂと対向す
る略中央箇所から斜め下方向に向かって貫通孔８ａが形成されるポート受け部８ｂが設け
られている。貫通孔８ａは、図２における斜め下方向に限定されるものではなく、注水用
チューブ６の引き回しに合わせた方向に形成される。例えば、真下の方向でもよい。
【００１５】
　さらに、図３に示すように、構移動台座８には、ポート受け部８ｂを懸架して両側に張
り出すように設けられた摺動部８ｃが設けられている。この摺動部８ｃは、後述するレー
ル部１０ａと当接して、予め定められた移動範囲内をスライド移動するための摺動面８ｄ
と、ジョイントフレーム１３の内壁面に沿った曲面を有するガイド部８ｅとで構成される
。
【００１６】
　尚、本実施形態における構移動台座８の移動範囲は、少なくとも後述するグリップ２４
及び外装部４の製造による寸法誤差及び、組み付け時の組み立て誤差等により生じている
位置ずれをカバーする移動範囲を有しているものとする。
【００１７】
　この貫通孔８ａには、注水用チューブ６の先端部分が差し込まれて弾性により抜け落ち
ないようにしているが、別途、接着剤等により接着固定してもよい。また、注水用チュー
ブ６の先端部には、硬質なパイプを取り付けた構成として、そのパイプ部分を貫通孔８ａ
に差し入れてもよい。この貫通孔８ａにおける差し入れる側の開口部においては、表面側
の開口径が広くなるようにテーパー面又は面取り曲面等を設けておくことにより、注水用
チューブ６が貫通孔８ａ内に容易に差し込まれるように構成してもよい。
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【００１８】
　ベース部１０は、ジョイントフレーム１３の内壁に固定され、移動台座８にポート部材
９が嵌合できるように略対向する位置で移動可能に保持するレール部１０ａが設けられて
いる。レール部１０ａは、図３に示すように、移動台座８の両側に延出する摺動部８ｃを
スライド移動可能に支持している。
【００１９】
　また、ポート部材９と移動台座８の側面との間には、例えば、弾性材料（ゴム又は、樹
脂材料）からなるリング部材２２を設けることにより、移動台座８に対して、嵌装後のガ
タツキを防止している。さらに、ポート部材９の送水口９ｂと移動台座８との間には、ゴ
ム系材料又は樹脂材料からなるパッキン１４が挟み込まれるように配置され、注水用ポー
トから注水された水がジョイントフレーム１３内に漏水しないように水密にしている。
【００２０】
　また、ポート部材９の外部に露呈するポート部分は、注入口９ａから内部の先端側に向
かい、２段のテーパー状に絞られた漏斗状に形成されて、先端部分には外部の角が丸めら
れた送水口９ｂが設けられている。　
　次に、ポート部材９が設けられたジョイントフレーム１３の構成について説明する。　
　本実施形態においては、パイプ状のジョイントフレーム１３の一部の外周を囲むように
円筒形状の外装部４が装嵌されている。ジョイントフレーム１３及び外装部４には、中心
（線分Ａ－Ａの位置）が重なるように、それぞれに開口部が形成され、ポート部材９が外
側から嵌め込まれて、押さえ部材１２とポートカバー５により固定されている。
【００２１】
　ジョイントフレーム１３内に台座移動機構７が固定され、ポート用開口２５の中心と、
構移動台座８の移動範囲の略中心（ポート部材の嵌装用穴の中心）とが仮に一致するよう
に配置されている。この時、移動台座８の貫通孔８ａには、注水用チューブ６の一端が差
し入れられて固定されている。従って、注水用チューブ６は、ジョイントフレーム１３内
に差し込まれて引き回された状態となる。
【００２２】
　次に、止めリング２３が嵌装されたグリップ２４がジョイントフレーム１３の先端側か
ら嵌め込まれて、取り付け面（取り付け基準面）Ｂに当接するように装着する。さらに、
外装部４がジョイントフレーム１３の先端側から嵌め込まれて、グリップ２４の取り付け
面Ｃに当接させて、且つ外装部４のポート用開口４ａとポート用開口２５が合うように外
装部４に装着する。これらの装着状態を保持し、さらに、ジョイント部材１５をジョイン
トフレーム１３の先端側ｍから嵌め込み、矢印ｎの取り付け面Ｂに向かう方向に締め付け
て、グリップ２４及び外装部４が共に固定されるように取り付ける。
【００２３】
　この構成においては、取り付け面Ｂがポート取り付け位置の取り付け基準面となってい
る。このため、ポート用開口２５の中心に対して、グリップ２４の寸法における製造誤差
を含む長さｔ１と、外装部４の寸法（外寸及びポート用開口４ａの位置）における製造誤
差を含む長さｔ２における誤差の和の分だけ、ポート用開口２５の中心と構移動台座８の
移動範囲の略中心との位置ずれとなる。尚、前述したジョイントフレーム１３に固定され
た従来のポート受け部材であれば、ポートが挿入される開口（受け部分）が固定されてい
るため、外装部４の位置ずれの大きさによっては、ポート部材９が装嵌できない事態が生
じて、これが問題となっていた。
【００２４】
　本実施形態のポート用開口２５は、位置ずれが発生しても、製造誤差を含む予め定めら
れた範囲内であれば、対応可能な径を有しているため、移動台座８を移動させることによ
り嵌装させることができる。ポート部材９を移動台座８に差し込んだ場合、移動台座８の
内側に傾斜を付けて形成された導入面Ｄに、ポート部材９の先端部分の丸められた外側角
が当接して滑るように誘導されて、移動台座８の装嵌用穴の底部までスムーズに入り込む
。
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【００２５】
　また、ポート部材９の挿入部分には、両側に張り出る２つの肩部９ｃが形成されている
。ジョイントフレーム１３のポート用開口２５は、例えば、フレーム長手方向（円筒中心
軸方向）に長い、例えば楕円の穴形状を開口する。この穴にポート部材９を差し込み、９
０度回転させることにより、図３に示すように、ジョイントフレーム１３の内壁に、２つ
の肩部９ｃが当接して係止される。このような係止により、ポート部材９がジョイントフ
レーム１３から抜け出ることを防止している。ポート部材９と外装部４との間には、ゴム
等の弾性材料からなるＯリング２１が装着後のガタツキが防止される。
【００２６】
　尚、本実施形態における台座移動機構７は、適用される対象がバルーンに注水を行う送
水管路に限らず、他にも、例えば、洗浄用送水管路であってもよく、操作部又は挿入部等
の内部の空間で、管路とポート受け部のそれぞれの開口を接続する構成に対して、適用す
ることができ、特に限定されるものではない。
【００２７】
　以上説明したように、ポート部材を取り付けるためのポート受け部が移動台座により構
成されているため、操作部を構成する他の構成部材の取り付け時に生じる製造誤差及び組
み付け誤差によるポート用開口の位置ずれに対して、移動台座のポート嵌装穴の移動によ
りポート部材を容易に取り付けることができる。ポート部材を移動台座の嵌装用穴に差し
込んだ際に、移動台座の内側に傾斜導入面に、ポート部材の丸められた先端部分当接して
滑るように誘導されて装嵌用穴の底部までスムーズに入り込むため、位置決めを考慮しな
くとも容易に取り付けを行うことができる。　
　さらに、再組み立てが不要な上、熟練度が不要となり、取り付け作業が簡易となるため
、作業の効率化及び作業時間の短縮により、製造コストを低減させることができる。
【００２８】
　次に、図４（ａ）乃至（ｃ）には、内視鏡装置の挿入部に設けられた洗浄ノズルの第１
の構成例を示している。ここで、図４（ａ）は、第１の構成例に係る挿入部の先端部の概
観構成例を示す図、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示す線分Ｅ－Ｅにおけるノズル部分を含
む挿入部の断面構成を示す図、図４（ｃ）は、図４（ａ）に示す線分Ｆ－Ｆにおけるノズ
ル部分を含む挿入部の断面構成を示す図である。
【００２９】
　洗浄ノズル３２は、挿入部３１の先端に設けられている。洗浄ノズル３２は、挿入部３
１内に配設された送水管路を介して挿入部先端まで送水された洗浄水を面３２ａで方向を
変えて、撮像レンズ３４や照明光の照射窓３５に対して放水し、撮像レンズ３４及び照射
窓３５のそれぞれの表面に付着した汚れを洗い流す機能を有している。この洗浄ノズル３
２は、内視鏡画像内には映り込まないように、撮像視野（画角）から外れるように配置及
び大きさに制限がある。
【００３０】
　従来では、送水管路が突き当たる挿入部の先端面上の位置に突起状に張り出した中空な
箱状の凸部を形成し、その凸部の撮像レンズに面する側面（以下、正面とする）をノズル
孔として開口する。送水管路から送水された水が曲がり、ノズル孔から洗浄水が放水され
る。
【００３１】
　この凸部は、挿入部３１の先端面上に露出しているため、ノズル孔から中空部分及び送
水管路内に汚れが入り込み、付着する事態が想定される。このため、その汚れを洗浄によ
り取り除く必要がある。その洗浄方法としては、種々の方法があり、例えば、外部から強
い水圧の水流を当てて洗い落とす方法等が用いられている。それらの洗浄方法の中で、洗
浄ブラシをノズル孔から中空部分及び送水管路内に挿通させて洗浄する方法がある。しか
し、ノズル孔は、正面のみの狭い開口であり、流路も中空部分から送水管路に折れ曲がっ
て形成されているため、洗浄ブラシを送水管路に差し入れることが容易ではない。
【００３２】
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　そこで本構成例では、挿入部３１の先端面上に形成された凸部のノズル孔から凸部の両
側面までを回り込むように削除して、凸部をＬ字型の形状に形成する。このようなＬ字型
の形状とすることにより、正面だけでは無く、両脇の側面側から洗浄ブラシを送水管路に
挿入させることができる。従って、洗浄ブラシを送水管路内へ容易に挿入させることがで
き、広い角度からアプローチして、ブラシ部分を管路面に宛がうことができる。
【００３３】
　図５（ａ），（ｂ）は、内視鏡装置の挿入部に設けられた洗浄ノズルの第２の構成例を
示している。この第２の構成例も前述した第１の例と同様に、洗浄ブラシをノズル孔から
送水管路内に挿通させて洗浄する手法である。
【００３４】
　挿入部４１の先端面には、撮像レンズ４３及び洗浄ノズル４２が配置されている。本例
では、洗浄ノズル４２と対向する送水管路の開口部分が広がるように、洗浄ノズル内の先
枠部を斜めに削除した傾斜部４２ａを形成する。この傾斜部４２ａを形成することにより
、図５（ａ）に示すように、ノズル孔から傾斜部４２ａを通過して、洗浄ブラシ４４が斜
め方向から送水管路内に挿入できるように形成する。また、反対に図５（ｂ）に示すよう
に、挿入部４１の基端側（図示せず）から挿通させた洗浄ブラシ４４の先端が傾斜部４２
ａを通過して、外側に出るようにすることもできる。　
　このような構成により、洗浄ブラシを送水管路内へ容易に挿入させることができる。
【００３５】
　図６（ａ）乃至（ｄ）は、内視鏡装置の挿入部に設けられた洗浄ノズルの第３の構成例
を示している。この第３の構成例も前述した第１の構成例と同様に、洗浄ブラシをノズル
孔から送水管路内に挿通させて洗浄する手法である。図６（ａ）は、第３の構成例に係る
挿入部の先端部の概観構成例を示す図、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示す線分Ｄ－Ｄにお
けるノズル部分を含む挿入部の断面構成を示す図、図６（ｃ）は、洗浄ブラシを先端側か
ら差し入れた状態を示す図、図６（ｄ）は、図６（ｂ）の構成の変形例を示す図である。
【００３６】
　第３の構成例は、図６（ａ）に示すように、挿入部５１の先端面上に、洗浄ノズル５２
と、撮像レンズ５４とが設けられている。洗浄ノズル５２は、ノズル孔を有するキャップ
形状を成し、図６（ｂ）に示すように、キャップ内の中空部分５３と挿入部内に設けられ
た送水管路５６の水路とが連通するように、後述する先枠部と共に嵌め込まれている。洗
浄ノズル５２は、ノズル孔を有するゴム等の弾性体（弾性材料）により形成されたノズル
上部５２ａと、金属材料により環状に形成される抜け止め構造を成すノズル下部５２ｂと
、が一体的となって構成されている。
【００３７】
　本構成例は、図６（ｃ）に示すように、弾性体からなるノズル上部５２ａをノズル孔が
上を向くように押し広げて、洗浄ブラシ５９を、中空部分５３を経て送水管路５６内に容
易に挿通させることができる。従って、本構成例によれば、洗浄ブラシ５９により洗浄ノ
ズル５２内の中空部分５３と送水管路５６内を容易に洗浄することができる。
【００３８】
　また、図６（ｄ）は、第３の構成例の変形例を示している。　
　前述した洗浄ノズル５２は、弾性体のノズル上部５２ａと金属材料のノズル下部５２ｂ
のそれぞれに形成された異なる部材が一体的に構成されていた。本変形例は、洗浄ノズル
５２を全て弾性体により形成している。この洗浄ノズルは、例えば、インサート成形によ
り、挿入部の先端に配置される樹脂製の先枠部５８と一体的に成形されている。　
　この変形例によれば、第３の構成例に対して構成する部品点数を少なくすることができ
、同等の作用効果を有しながら、コストを低減することができる。
【００３９】
　次に、図７（ａ），（ｂ）は、内視鏡装置の挿入部に設けられた洗浄ノズルの第４の構
成例を示している。洗浄ノズルは消耗品であり、不具合や汚れが落ちにくくなった際には
、メンテナンスや修理時に交換することとなる。このような場合、例えば、前述した第３
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ズルを取り外し、新たな先枠５５に取り替えて交換している。つまり、他の高価な部品を
併せて交換することとなっている。
【００４０】
　第４の構成例は、図７（ｂ）に示すように、多少の伸び縮み可能な樹脂材料により形成
された樹脂製ノズル６２と、図７（ｃ）に示すように、弾性体からなるリング状係止部６
３とで構成される。樹脂製ノズル６２は、図７（ａ）に示すように、送水管路６４から噴
出された洗浄水の流れ方向を撮像レンズ側に曲げるノズル部６２ａと、挿入部６１の先端
に被せるための装着部６２ｂとで構成される。また、リング状係止部６３は、ゴム等の弾
性体バンド部６３ａと、バンド結束部６３ｂとで構成される。
【００４１】
　図７（ａ）に示すように、送水管路６４の開口と対向する位置にノズル６２が配置され
るように、装着部６２ｂを挿入部６１の先端に密接するように被せて、さらに、リング状
係止部６３の弾性力により、装着部６２ｂが抜け落ちないように締着されている。尚、こ
の構成例では、ノズル６２は、全体を樹脂材料により形成したが、挿入された時に、突出
するノズル部分が潰れずに形状が維持できるのであれば、ゴム等の弾性体により成形して
もよい。
【００４２】
　このような構成によれば、挿入部の先端部分に別体の洗浄ノズルとして取り付けられて
いるため、洗浄・消毒の際には、簡単に取り外して、挿入部とは別体として洗浄・消毒す
ることができ、滅菌作業が手軽に行うことができる。さらに、洗浄ノズルは、単体の部品
として、交換の際に低コストで提供することができる。つまり、消耗品として使い捨ても
可能である。
【００４３】
　図８は、第４の構成例の洗浄ノズルの変形例を示している。前述した第４の構成例の洗
浄ノズルは、樹脂製ノズル６２とリング状係止部６３が別体の構成であったが、本変形例
では、リング状係止部７３を樹脂製ノズル７２のカバー部分に固着する構成である。　
　本変形例は、樹脂製ノズル７２とリング状係止部７３を一体的に構成することにより、
挿入部の先端部への取り付けが容易になり、且つ取り外した際に携帯が容易になる。また
、一体的に管理できるため、在庫管理が容易になる。
【符号の説明】
【００４４】
　１…操作部、２…グリップ部、３…バルーン注水用ポート、４…外装部、５…ポートカ
バー、６…注水用チューブ、７…台座移動機構、８…移動台座、８ａ…貫通孔、８ｂ…ポ
ート受け部、８ｃ…摺動部、８ｄ…摺動面、８ｅ…ガイド部、９…ポート部材、９ａ…注
入口、９ｂ…送水口、９ｃ…肩部、１０…ベース部、１０ａ…レール部、１１…処置具挿
入口、１２…押さえ部材、１３…ジョイントフレーム、１３ａ…作業用開口部、１４…パ
ッキン、１５…ジョイント部材、１６…オレドメ、２１…Ｏリング、２２…ガイド部材。
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